
    

平 成 2６ 年 ９ 月 ２ ６ 日 

土地・建設産業局不動産業課 

 

 

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について 

 

 

  標記政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。 

 

Ⅰ 背景 

宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者と

いう名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の

業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の

義務等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律（平成２６年法律第

８１号。以下「法」という。）が平成２６年６月２５日に公布されたところで

ある。 

標記政令は、法附則第１条において「公布の日（平成２６年６月２５日）か

ら起算して１年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する」こと

とされていることを踏まえ、法の施行期日を定めるものである。 

 

Ⅱ 概要 

法の施行期日を平成２７年４月１日とする。 

 
 
 

 

                    

 

＜お問い合わせ先＞ 

国土交通省 土地･建設産業局 不動産業課 不動産業政策調整官 杉田 

担当 浅野 

TEL: 03-5253-8111（内線：25126） 

FAX: 03-5253-1557 

  


